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原子力安全課

試験研究用原子炉施設等における

クリアランスレベル制度の検討について



☆　原子力安全委員会は、「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」（平成11年７月）及び
　 「原子炉施設におけるクリアランスレベルの検認のあり方について」（平成13年７月）等を決定

☆　原子力発電所の廃止措置の進展に伴い、放射性廃棄物として取り扱う必要のない廃棄物
　 （クリアランス対象の廃棄物）、「放射性廃棄物ではない廃棄物」が発生

☆☆　　原子力安全委員会は、「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」（平成原子力安全委員会は、「主な原子炉施設におけるクリアランスレベル」（平成1111年７月）及び年７月）及び

　　 「原子炉施設におけるクリアランスレベルの検認のあり方について」（平成「原子炉施設におけるクリアランスレベルの検認のあり方について」（平成1313年７月）等を決定年７月）等を決定

☆☆　　原子力発電所の廃止措置の進展に伴い、放射性廃棄物として取り扱う必要のない廃棄物原子力発電所の廃止措置の進展に伴い、放射性廃棄物として取り扱う必要のない廃棄物
　　 （クリアランス対象の廃棄物）、「放射性廃棄物ではない廃棄物」が発生（クリアランス対象の廃棄物）、「放射性廃棄物ではない廃棄物」が発生

原子力発電所については、「クリアランスレベルの検認」を
中心とするクリアランス制度の検討が進展

原子力発電所については、「クリアランスレベルの検認」を原子力発電所については、「クリアランスレベルの検認」を
中心とするクリアランス制度の検討が進展中心とするクリアランス制度の検討が進展

試験研究用原子炉施設については、現在８基が解体中であり、
今後の廃止措置の進展を念頭に、クリアランス制度の検討が必要

試験研究用原子炉施設については、現在８基が解体中であり、試験研究用原子炉施設については、現在８基が解体中であり、
今後の廃止措置の進展を念頭に、クリアランス制度の検討が必要今後の廃止措置の進展を念頭に、クリアランス制度の検討が必要
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検討の背景検討の背景検討の背景



　平成11年３月：「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」

　　　　　　　　　　
　平成13年７月：「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」

　　　　　〃　　　：「原子炉施設におけるクリアランスレベルの検認のあり方
　　　　　　　　　　　について」

　平成15年３月：「核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）に

　　　　　　　　　　　おけるクリアランスレベルについて」

　平成平成1111年３月：「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」年３月：「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成　平成1313年７月：「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」年７月：「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」

　　　　　〃　　　：「原子炉施設におけるクリアランスレベルの検認のあり方　　　　　〃　　　：「原子炉施設におけるクリアランスレベルの検認のあり方
　　　　　　　　　　　について」　　　　　　　　　　　について」

　平成　平成1515年３月：「核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）に年３月：「核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設）に

　　　　　　　　　　　おけるクリアランスレベルについて」　　　　　　　　　　　おけるクリアランスレベルについて」

２

原子力安全委員会におけるクリアランスに関する検討状況原子力安全委員会におけるクリアランスに関する検討状況原子力安全委員会におけるクリアランスに関する検討状況



軽水炉及びガス炉の場合
　 対 象 物：施設の廃止措置等に伴い発生する金属・コンクリート
　　評価経路：再利用32経路、埋設処分41経路を選定
　　評価核種：20核種

　　重要放射性核種：９核種　　　　　　　　　　　　　　　　（「主な原子力施設のクリアランスレベル」（平成11年3月）より抜粋）

軽水炉及びガス炉の場合軽水炉及びガス炉の場合
　 対対 象象 物：施設の廃止措置等に伴い発生する金属・コンクリート物：施設の廃止措置等に伴い発生する金属・コンクリート
　　評価経路：再利用　　評価経路：再利用3232経路、埋設処分経路、埋設処分4141経路を選定経路を選定
　　評価核種：　　評価核種：2020核種核種

　　重要放射性核種：９核種重要放射性核種：９核種　　　　　　　　　　　　　　　　　（「主な原子力施設のクリアランスレベル」（平成11年3月）より抜粋）

重水炉、高速炉の場合
対　象 物：施設の廃止措置に伴い発生する金属・コンクリート

　 評価経路：基本的に評価経路等は、軽水炉及びガス炉と同じ
評価核種：軽水炉及びガス炉で対象とした20核種及びBa-133

　 重要放射性核種：11核種　　　　　　　　　　　　 （「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベル」（平成13年7月）より抜粋）

重水炉、高速炉の場合重水炉、高速炉の場合
対　象対　象 物：施設の廃止措置に伴い発生する金属・コンクリート物：施設の廃止措置に伴い発生する金属・コンクリート

　　 評価経路：基本的に評価経路等は、軽水炉及びガス炉と同じ評価経路：基本的に評価経路等は、軽水炉及びガス炉と同じ
評価核種：軽水炉及びガス炉で対象とした評価核種：軽水炉及びガス炉で対象とした2020核種及び核種及びBaBa--133133

　 重要放射性核種：重要放射性核種：1111核種核種　　　　　　　　　　　　　 （「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベル」（平成13年7月）より抜粋）

核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設の場合）
　　対　象 物：施設の廃止措置に伴い発生する金属・コンクリート

　　評価経路：基本的に評価経路等は、軽水炉及びガス炉と同じ
　　評価核種：49核種
　　重要放射性核種：17核種 　　　　　　　　　（「核燃料使用施設におけるクリアランスレベルについて」（平成15年3月）より抜粋）

核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設の場合）核燃料使用施設（照射済燃料及び材料を取り扱う施設の場合）
　　対　象対　象 物：施設の廃止措置に伴い発生する金属・コンクリート物：施設の廃止措置に伴い発生する金属・コンクリート

　　評価経路：基本的に評価経路等は、軽水炉及びガス炉と同じ　　評価経路：基本的に評価経路等は、軽水炉及びガス炉と同じ
　　評価核種：　　評価核種：4949核種核種
　　　　重要放射性核種：重要放射性核種：1717核種核種 　　　　　　　　　（「核燃料使用施設におけるクリアランスレベルについて」（平成15年3月）より抜粋）

・原子力安全委員会では、最近の国際動向を踏まえ、クリアランスレベルの見直しも含め検討中
３

クリアランスレベルの算出クリアランスレベルの算出クリアランスレベルの算出

クリアランスレベルの算出結果と施設の廃止措置に伴い発生する廃棄物の推定濃度との比（相対重要度）を求め、重要放射性核種を抽出



0.2全α核種
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0.2全α核種*

10Ｐｕ－２４１

0.4Ｅｕ－１５４*

20Ｃｅ－１４４

1Ｃｓ－１３７*
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1Ｎｂ－９５
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0.6Ｚｒ－９５

1Ｓｒ－９０*

1Ｚｎ－６５

0.4Ｃｏ－６０*

1Ｍｎ－５４*

5Ｃ－１４*

200Ｈ－３*

基準値重要放射性核種

軽水炉、ガス炉軽水炉、ガス炉 重水炉、高速炉等重水炉、高速炉等 照射済燃料及び材料
　を取り扱う施設

照射済燃料及び材料
　を取り扱う施設

単位：Bq/g

注：　　C-14は、放射化された黒鉛遮へい体の
　 場合のみに選定される放射性核種

　 Ba-133は、放射化された粗骨材に重晶石
(BaSo4)を含むコンクリートの場合のみ選
定される放射性核種

＊は「主な原子炉施設におけるクリアラン

　　　スレベルについて」（軽水炉、ガス炉）で
　　　重要放射性核種として選定されている。

本表は、原子力安全委員会「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」（平成11年３月）等から抜粋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４

クリアランスレベルの算出結果に基づく基準値クリアランスレベルの算出結果に基づく基準値クリアランスレベルの算出結果に基づく基準値



クリアランスレベルを用いて、「放射性物質として扱う必要がない物」であることを
原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うこと

クリアランスレベルを用いて、「放射性物質として扱う必要がない物」であることをクリアランスレベルを用いて、「放射性物質として扱う必要がない物」であることを
原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うこと原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うこと

原子力安全委員会「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方」について（平成原子力安全委員会「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方」について（平成1313年７月）より年７月）より

総合資源エネルギー調査会　原子力安全・保安部会　廃棄物安全小委員会総合資源エネルギー調査会　原子力安全・保安部会　廃棄物安全小委員会
「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」（案）（平成「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」（案）（平成1616年６月）より年６月）より

第１段階第１段階第１段階

第２段階第２段階第２段階

クリアランスレベルの検認クリアランスレベルの検認

国の関与は
２段階

国の関与は国の関与は
２段階２段階

５

クリアランスレベルの検認クリアランスレベルの検認クリアランスレベルの検認

事業者が策定する「対象物の測定・判断方法」
の妥当性確認（認可）

事業者が策定する「対象物の測定・判断方法」事業者が策定する「対象物の測定・判断方法」
の妥当性確認（認可）の妥当性確認（認可）

認可を受けた方法に基づいて
測定した記録の確認

認可を受けた方法に基づいて認可を受けた方法に基づいて
測定した記録の確認測定した記録の確認



事前の評価
［機器、建屋のサンプル採取、測定（スミヤ（表面の拭き取り）、コアボーリング等）］

事前の評価事前の評価
［機器、建屋のサンプル採取、測定（スミヤ（表面の拭き取り）、コアボーリング等）］

国による「測定・判断方法」の認可国による「測定・判断方法」の認可国による「測定・判断方法」の認可

検認対象物の測定・判断検認対象物の測定・判断検認対象物の測定・判断

国による「測定・判断」の確認国による「測定・判断」の確認国による「測定・判断」の確認

保管・管理保管・管理保管・管理

記録・品質保証活動等記録・品質保証活動等記録・品質保証活動等

６

クリアランスレベルの検認の流れクリアランスレベルの検認の流れクリアランスレベルの検認の流れ

第１段階第１段階第１段階

第２段階第２段階第２段階



７

試験研究用原子炉施設における重要放射性核種について試験研究用原子炉施設における重要放射性核種について試験研究用原子炉施設における重要放射性核種について

☆☆　試験研究用原子炉施設は、多種多様であるため、重要放射性核種（例えばアルミニウム系の放射性
　　 核種） について炉型毎に検討が必要

クリアランスレベルの検認制度についてクリアランスレベルの検認制度についてクリアランスレベルの検認制度について

核燃料物質の使用施設への適用について核燃料物質の使用施設への適用について核燃料物質の使用施設への適用について

原子炉格納建屋等の建築物の再利用について原子炉格納建屋等の建築物の再利用について原子炉格納建屋等の建築物の再利用について

☆☆　日本原子力研究所東海研究所の再処理特別研究棟、ホットラボ等が解体中
☆☆　今後、作業の進展に伴い、「放射性廃棄物として取り扱う必要のない廃棄物」が発生 していくことを
　　 踏まえ、核燃料物質の使用施設についてもクリアランス制度を適用することを想定した検討が必要

☆☆　試験研究用原子炉施設の場合、原子炉格納建屋等に併設した建物が多いため、建築物は再利用
　　される可能性が高い　　

☆☆　クリアランスレベルの検認には、原子力発電所の場合と同様に２段階で国が関与
☆☆　クリアランスレベルの検認を実施する機関について検討が必要（原子力発電所については、国又は
　　 原子力安全基盤機構が検認を実施する予定）

試験研究用原子炉施設等のクリアランスレベル制度の整備に当たっての検討課題試験研究用原子炉施設等のクリアランスレベル制度の整備に当たっての検討課題試験研究用原子炉施設等のクリアランスレベル制度の整備に当たっての検討課題



参　考

核燃料使用施設及び高速炉等の廃止措置に伴い発生する廃棄物等の発生量（推定） 　

（単位：万トン）

発生施設

区　　分
※１ 金属 コンクリート 鉛 合計 金属 コンクリート 鉛 合計 金属 コンクリート 合計 金属 コンクリート 合計

低レベル放射性
廃棄物（Ｌ１）

0 0 0 0 0 0 0 0 0.01～0.02 0～0.3 0.01～0.3

低レベル放射性廃棄物（Ｌ２） 0.01 0 0 0.01 0.08 0 0 0.08 0.2 0.1以下～1.0 0.2～1.2

低レベル放射性
廃棄物（Ｌ３）

0.005 0 0 0.005 0.02 0 0 0.02 0.1以下 0.1 0.2以下 0.2～１以下 0.1～1以下 0.3～1

0.1 2.1
※３ 0.02 2.2 0.3 6.8

※４
0.003

※５ 7.1 0.3 28.1 28.3 １以下～４ １３～５０ １３～５３

(0.03) (2.1) (0.006) (2.1) (0.2) (6.8) (0.003) (7.0) (0.2) (28) (28) （１以下～３） （１２～４９） （１２～５０）

0.1 2.1 0.02 2.2 0.4 6.8 0.003 7.1 １以下 28 29 １～４ １４～５０ １６～５５

※１

※２ 括弧内の値は、「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について（第２次中間報告）」（平成４年２月）の「放射性廃棄物でない廃棄物」の考え方を参考にして推定した。

※３ 「放射性廃棄物でない廃棄物」に該当しないもの約０．０２万トンを含む。

※４ 「放射性廃棄物でない廃棄物」に該当しないもの約０．０４万トンを含む。

※５ 「放射性廃棄物でない廃棄物」に該当しないもの約０．０００１万トンを含む。

※６ 端数処理のため合計は合わないことがある。

参考［実用発電用原子炉施設］

ＢＷＲ（１１０万ｋＷ級）、ＰＷＲ（１１０万ｋＷ級）、ＧＣＲ（１６万ｋＷ）
日本原子力研究所「ホットラボ」

核燃料サイクル開発機構大洗
工学センター「ＦＭＦ」

高速炉「常陽」

－

本表は、原子力安全委員会「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」（平成１３年７月）及び同委員会「核燃料使用施設（照射済燃料材料を取り扱う施設）におけるクリアランス
レベルについて」（平成１５年４月）から抜粋

0.1以下

低レベル放射性廃棄物（Ｌ１）は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第１３条の９第２項を、低レベル放射性廃棄物（Ｌ２）は同施行令第１３条の９第１項の表
の第１号及び第２号を、低レベル放射性廃棄物（Ｌ３）は同表第３号及び第４号を、「放射性物質として扱う必要のない物」（クリアランスレベル以下と想定される廃棄物等）については「原子
炉施設におけるクリアランスレベル」等を、それぞれ参考にして推定した。なお、施設の廃止措置に先立っては、作業者の放射線防護を前提とした除染を実施することと仮定した。

放射性物質として扱う必要が

ない物
※２

合　　　計
※６

0.1以下


